
私学助成は法に定められた国民の権利です

● 幼・小・中・高とも 
　全国で １・２ 位を争う 
　学費の高さ
● 教員の非正規率の高さ、 
　教育条件の低下

● 授業料の値上げがなくなります
● 少人数学級が実現し、教育環境が整います
● 耐震構造などの施設設備が充実します
● 専任教員が増えます （問い合わせ先）神奈川私学助成をすすめる会

〒２３１−００６２　横浜市中区桜木町 ３ − ９ 　TEL ０４５−２１２−５５７４　FAX ０４５−２１２−５５７５

日本国憲法 第２６条　教育を受ける権利日本国憲法 第２６条　教育を受ける権利
国際人権Ａ規約 第１３条　国際人権Ａ規約 第１３条　中等・高等教育の漸進的無償化条項　日本は２０１２年に留保撤回！中等・高等教育の漸進的無償化条項　日本は２０１２年に留保撤回！
教育基本法 第 ４ 条　教育の機会均等、第 ６ 条　学校教育、第 ８ 条　私立学校教育基本法 第 ４ 条　教育の機会均等、第 ６ 条　学校教育、第 ８ 条　私立学校
私立学校振興助成法私立学校振興助成法 第 １ 条 第 １ 条

学校という公の性格学校という公の性格
を担う私立に対するを担う私立に対する
国や県からの補助金国や県からの補助金

学校の運営への学校の運営への
補助金補助金

就学支援金を含む就学支援金を含む
家庭への補助金家庭への補助金

私学助成

①私立学校の教育条件の維持及び向上①私立学校の教育条件の維持及び向上
②�私立在学幼児、児童、生徒、学生の経済的負担の軽減②�私立在学幼児、児童、生徒、学生の経済的負担の軽減
③私立学校の健全な経営と健全な発達③私立学校の健全な経営と健全な発達

拠根
的法

経常費補助

学費補助

経常費補助額の国基準はすべての校種で増額
県の増額はすべての校種で国の増額を上回る！

昨年の
署名の成果

キ
リ
ト
リ
線

私立学校の少人数学級は私学助成の私立学校の少人数学級は私学助成の
大幅な増額がないとできません！大幅な増額がないとできません！

だからだから署名署名でですす！！

神奈川はまだまだ足りていません神奈川はまだまだ足りていません！！他都県と比べ

経常費補助が
少ないために…

経常費補助が
増額されれば…

神奈川神奈川県も県も全国平均全国平均並みの並みの
助成金助成金をを!!   願いを署名にこめて　

2024年度 私立高校生への授業料補助2024年度 私立高校生への授業料補助〈9１0万円以上世帯は補助が 0 円〉

737,000円

（県内私立高校の
平均授業料）

468,000円

910万～700～
750万

750～
910万

国：118,800円

県：
74,400円

543,800円

618,200円

国：118,800円
国：396,000円

県：
349,200円

県：72,000円

自己負担：269,000円
（神奈川県は授業料以外の施設費等には補助は出ません）

自己負担 自己負担
737,000円

０円
590～700万270～590万生活保護世帯

年収～270万対象家庭

国への運動が
必要です

補助は

23歳未満の子が私立高校生を含めて 3 人以上いる家庭は、年収910万円未満の世帯まで
468,000円の授業料補助があります。

さらに多子家庭に対する補助制度！さらに多子家庭に対する補助制度！

「経常費補助」は学校の運営への補助金です。「国基準」とは国の経常費予算額から算出される
「全国」の生徒・児童・園児一人あたりの補助額です。増額とはいえ、神奈川県の補助額は幼
稚園を除き国基準に届いていません。

35万
（円）

高校44位
（47都道府県中）昨年順位 ▼

358,295 355,491 350,361
271,248

348,739
293,882

199,393 223,102

中学44位
（45都道府県中）

小学校32位
（35都道府県中）

幼稚園 5位
（45都道府県中）

30万
25万
20万
15万

0万

国 県 国
県

国
県 国 県

２０２４年度神奈川県私立学校経常費補助額
（生徒一人あたりの補助額）

年収910万円の所得制限
が撤廃されすべての私立

高校生が授業料無償に。
（授業料平均額の47万 ５ 千円補助）

多子・ひとり親の家庭で
は年収910万円未満の家

庭まで入学料を含む授業料無償化が実現

子ども ２人以上の家庭は
公立私立問わずに高校授

業料無償に（私立高校は33万 ５ 千円補助）

年収7２0万円の家庭まで
授業料平均額の38万 7 千

円の授業料補助。年収５00万円未満の家庭ま
では授業料38万 7 千円に施設費２0万円も補助

東京都では 富山県では

福井県では

埼玉県では

さらに東京都は、他県の私立高校へ通学しても授業料補助が受けら
れますが、神奈川県には、県外への通学者には補助は出ません。
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県へ 国へ

教育費の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める私学助成署名
2024年　　月　　日
神奈川県議会議長殿

　　年　月　日
衆議院議長殿
参議院議長殿

　神奈川県の私立学校に対する生徒一人当たりの経常費補助額は、今年度は国・県とも増額されました。さらに神奈川県の私立高校生への授
業料補助は、年収700万円未満世帯まで１２,000円増額の468,000円、多子家庭（２3歳未満の子ども 3 人以上）には年収9１0万円未満の世帯まで同
じく１２,000円増額の468,000円と拡充されました。県民の願いである学費負担の公私間格差の是正が一歩進み、中学生の高校選択の幅が広が
りました。
　しかし、増額されたとはいえ経常費補助は、幼稚園を除いて小・中・高と、国基準額に達していません。その全国順位は、神奈川県の近年
の努力に関わらず、高校は47都道府県中44位、中学校では45都道府県中44位、小学校は35都道府県中で3２位と、全国最下位水準です。この低
い水準が、保護者負担全国最上位クラスという高学費をもたらしています。少子化に伴い、今後１0年で中学卒業者数が １ 万人減るという見通
しも、私立高校に財政的な不安を与えています。
　さらに授業料補助は対象が授業料に限定されているため、生活保護世帯でも施設費などの負担額が年間約２7万円残されています。東京都で
は所得制限が撤廃され、すべての私立高校生が授業料無償になり、福井県では子ども ２ 人以上の家庭では公立私立問わず高校授業料が無償に
なりました。富山県では多子家庭あるいはひとり親家庭は年収9１0万円未満世帯まで入学金を含む授業料無償化が実現しています。これらの
都県と比べると、神奈川県の制度は遅れています。また東京都では私立中学校に通う年収9１0万円未満の家庭にも授業料補助の制度もありま
す。さらに東京都から他県の私立高校に通う生徒には授業料補助が出ますが、神奈川県から県外の私立高校へ通う生徒には授業料補助が出な
いという問題もあります。１975年に制定された私立学校振興助成法は「速やかに（補助額を公立の）１ / ２ とするよう努める」という附帯決議
がされましたが、半世紀経た現在も未だ達成されていません。保護者負担の軽減は、まだ道半ばです。
　私学発祥の地、神奈川の私学は、各校が建学の精神に基づき、切磋琢磨して特徴ある教育をつくり、県民に多様な教育の機会を示して、豊
かな日本社会の形成に寄与しています。神奈川県の教育を支える担い手としての役割を果たし続けています。そうした私立学校に通う児童生
徒の保護者負担を軽減し、私立学校の教育条件を向上させ、すべての子どもたちの学ぶ権利を保障するため、私学助成をいっそう拡充してい
くことは県政における最重要課題です。以上のことから、次の事項について請願いたします。

　２0２0年 4 月 １ 日施行の「高等学校等就学支援金制度」拡充により年収590万円未満世帯の私立高校に通う生徒の経済的負担は大きく減少
しました。２0２3年度 9 月末学費滞納調査（全国私教連実施）によると、コロナ禍や物価高騰等による経済停滞の私立高校学費負担への影
響を一定程度食い止める結果を示しています。しかし、学費滞納率は直近 ２ 年間連続して増加しています。
　文部科学省の調査では、私立高校授業料の２0２２年度全国平均額は約44万5000円、施設設備費の全国平均額は約１4万9500円で、学納金合
計は約59万5000円となっています。年収590万円未満世帯でも年額約 5 万円の授業料負担が残り施設設備費と合わせて約２0万円、年収590
万円以上世帯では、就学支援金１１万8800円を除いても47万6２00円という高額の負担が残っています。殊に多子世帯では多大な負担となる
状況です。また、初年度には全国平均約１6万4000円の入学金負担もあり、私立高校選択の障壁になっています。
　この間、いくつかの自治体では「所得制限撤廃」や「入学金補助」など、独自の制度拡充が進められていますが、これらの前進は結果
として「自治体間格差」の拡大をもたらしているのも事実です。
　こうした実態に対して、政策理念に立ち「授業料実質無償化」となるよう、また年収590万円以上世帯の学費負担軽減と私学の学費負担
の「自治体間格差」解消をめざし、国の責任で当面は年収9１0万円未満世帯への前年度授業料平均額の支給などの拡充が求められます。
一方、私立学校への経常費助成金の大幅な増額も必要です。とりわけ、公立学校と比べても劣悪な教育条件の私立学校においては、「少人
数学級」と「専任教諭増」の実現は早急に取り組まなければならない喫緊の課題です。私立学校が公教育として重要な役割を担っている
立場から、１975年私立学校振興助成法成立時の附帯決議に記された「 １ ／ ２ 助成」を速やかに実現されることを強く求めます。
　以上の立場から次の事項について請願します。

１ ）私立学校への経常費補助を国基準と同等にしてください。
２ ）施設設備助成を行ってください。
3 ）神奈川県高等学校等生徒学費補助金を拡充してください。 
4 ）県独自の、私立中学校への学費補助制度を創設してください。
5 ）「学級規模の改善」と「専任教職員増」を可能にする特別補助制度を創設してください。
6 ）私立幼稚園への私学助成について
　　①私立幼稚園への経常費補助を増額してください。
　　②私立幼稚園が行う特別支援教育に対しての助成を充実させてください。
　　③教職員の勤務条件を改善するための助成を増額してください。

１ ．教育予算を増額してください
２ ． 私学において「少人数学級の実施」、「専任教職員増」が可能となるよう、経常費助成補

助を増額してください
3 ．高等学校等就学支援金制度を拡充してください
　⑴ 年収9１0万円未満世帯まで私立高校授業料を無償にしてください
　⑵  「私立高校の平均授業料を勘案した水準」の支給額を前年度の私立高校授業料全国平

均額にしてください
氏名（フルネームで） 住　所（※住所は番地までお書きください。「〃」や「同上」はお控えください。） 氏名（フルネームで） 住　所（※住所は都道府県から番地までお書きください。「〃」や「同上」はお控えください。）

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

　　　　　　都道　　　　　　
　　　　　　府県　　　　　　

私学
助成
署名

私学へ通う子ど
もの学ぶ権利を
保障し、家庭の
経済的負担を軽
減するため、署
名にご協力くだ
さい。

記入上のお願い
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両方に
署名を

【請願趣旨】

【請願趣旨】

【請願事項】 【請願事項】
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